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は じ め に 

 

 

情報システムの進展により今日においては、会計記録を含む企業の主要な取引記録は情

報システムに電子データとして記録・保存されている。このため、システムから印刷され

た紙に基づいて手作業で限られた数のサンプルを選んで監査を実施するのではなく、デー

タを入手し直接データに対してコンピュータを利用して網羅的に監査手続を実施すること

により、監査をより有効かつ効率的に実施できるようになると考えられる。 

このようなコンピュータを利用した監査技法は、Computer Assisted Audit Techniques

（ＣＡＡＴ）と呼ばれるが、特に近年においては監査の現場でも処理性能が高いパーソナ

ルコンピュータ（ＰＣ）やＣＡＡＴ専用ツールが普及しつつあり技術的な制約が取り払わ

れてきていること、及び網羅的な仕訳検証や不正対応手続等のＣＡＡＴの利用が効果的と

思われる場面が監査において重視されるようになってきたこともあり、ＣＡＡＴに関する

関心が高まってきた。 

しかし、実際に監査の現場でＣＡＡＴを適用する際に、具体的にどうやってＣＡＡＴを

実施すべきかが分からなかったり、さらには具体的にどのような場合にＣＡＡＴを適用す

ることが有効なのかといったことが分からなかったりするために、ＣＡＡＴに関する関心

の高まりほどには実際の監査の現場でのＣＡＡＴの適用は進んでいないように思われる。 

 

そこで本委員会では、ＣＡＡＴとはそもそもどのようなものであるか（第１章）、及びＣ

ＡＡＴを実施する上で知っておかなければならないこと（第２章）、さらにはＣＡＡＴが監

査プロセス全体の中でどのような場面においてどのように利用できるのか（第３章）、とい

ったＣＡＡＴの理論的側面を整理し、ＣＡＡＴの全体像を押さえた上で、具体的な監査の

場面におけるＣＡＡＴの活用事例について持ち寄って議論を行った（第４章）。 

さらに、ＣＡＡＴを内部監査（業務監査）に活用している事業会社にインタビューを行

い、事業会社の内部監査におけるＣＡＡＴの先進的な活用事例を取りまとめた（第５章）。 

また、ＣＡＡＴを効果的かつ効率的に実施する上でツールの活用も欠かせないため、Ｃ

ＡＡＴ専用ツールの機能やメリット、活用例等についても取りまとめを行った（第６章）。 

 

少しでも会員の皆様のご参考になれば幸いである。 

 

－1－



 

 

(利用上の注意) 

当研究報告書内容については、会員・準会員各位自らの責任においてこの報告書をご活

用ください。 

当報告書の利用に伴い、結果的に発生しました不利益については、原因の如何を問わず、

当委員会では一切の責任を負いかねますので予めご承知おきください。 

なお、当報告書に記載の内容は、日本公認会計士協会の公式見解ではなく、あくまでも

当委員会の研究成果における研究報告です。 
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第１章 ＣＡＡＴとは 

 

 

１．ＣＡＡＴの定義 

 

ＣＡＡＴとは「Computer Assisted Audit Techniques（コンピュータ利用監査技法）」の

略称で、「監査のツールとして、コンピュータを利用して監査手続を実施するための技法」

（ＩＴ委員会実務指針第６号第３項(5)）をいう。 

ＣＡＡＴには、被監査会社のコンピュータやネットワーク等の機器を用いて会社の保有

するデータに対して手続を実施する、あるいはデータのみを入手し監査人のＰＣ等を用い

て必要な手続を実施する技法があるが、ＰＣの高性能、小型化が進んだことにより、後者

の技法が用いられることが今日の主流となっている。また、ＣＡＡＴを利用する際には何

らかのＰＣ上のソフトウェアが用いられ、それは一般的な表計算ソフトやデータベースソ

フトである場合もあれば、監査目的のために開発されたＣＡＡＴ専用ソフトによる場合も

ある。あるいは、専門的な統計ソフトを利用することによって目的が達成されることも考

えられる。 

詳細は第３章以降で記述するが、一言にＣＡＡＴといっても、利用する場面は多岐にわ

たり、例えば、固定資産データベースを入手し、耐用年数などの必要なデータ項目を基に

減価償却費を再計算し、会社の計算結果と照合することもあれば、実証手続の際のサンプ

ル抽出の手段として利用することもある。また、分析的手続を実施する際、あるいは不正

対応手続を実施する際にデータマイニングを行うこともある。 

このように、利用される場面は多岐にわたるものの、監査手続の対象となるデータ量が

大きいという点では共通しており、この大きな母集団データに対して網羅的かつ精度の高

い監査手続を効率的に実施可能にするのがＣＡＡＴなのである。 

 

２．ＣＡＡＴを利用することのメリット 

 

ＣＡＡＴを利用することの最大のメリットは、前述したように膨大な量のデータに対し

て網羅的かつ高精度の監査手続が効率的に実施し得ることにある。 

例えば、10 万件の仕入データ（仕入伝票）と納品データ（納品伝票）の一致を確認した

い場合、これを全て手作業で実施することは非現実的であり、通常はサンプリングにより

手続対象を絞ることになる。この場合、統計的に母集団に対する結論を導き出すものの、

そこにはサンプリングリスク1が常に存在することになる。 

これに対して、適切なＣＡＡＴツールを適切に用いることで、効率的に全データの一致

を確認することが可能になる。また、全データを対象としているため、サンプリングリス

クは存在せず、精度の高い監査手続の実施が可能となる。 

 

                             
1 抽出したサンプルから導き出された監査人の結論が、母集団を構成する全ての項目に同じ監査手続

を実施した場合の結論と異なるリスク。  
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３．ＣＡＡＴを利用する上での留意点 

 

ＣＡＡＴを利用することにより、網羅的かつ高精度な監査手続が効率的に実施可能とな

るものの、そのためには最低限留意しておく事項もある。 

まず、監査計画の立案の際に、監査手続の目的を明確にし、被監査会社のＩＴ利用の状

況やフローを深く理解した上で、目的に適合したＣＡＡＴツールを選定したうえで、監査

手続を設計する必要がある。ＣＡＡＴを用いた監査手続においては、扱うデータ量も膨大

なものになることは必然である。曖昧な計画の基での監査手続の実施は、入手したデータ

に含まれる不要な情報によって結果が振り回されることになり、かえって監査手続の精度、

効率性を阻害することになる。 

次に、被監査会社から入手するデータが網羅されていること、正確であることに留意し

なければならない。当然のことではあるが、入手したデータに欠陥があれば、そのデータ

を用いて監査手続を実施しても得られる結果の信頼性は低くなる。 

最後に、データの取扱いについてだが、被監査会社のサーバーのデータベース等に直接

アクセスしてＣＡＡＴを実施する場合は、誤操作等により保存されているデータ等を破壊

する可能性があるため、操作権限を限定することによりこのような事故を避けることが必

要となる。また、データを入手する場合においては、紙などの物理的形態でのデータと比

較して膨大な情報量を取り扱うため、情報漏えいの観点からも細心の注意が必要となる。 
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第２章 ＣＡＡＴの前提 

 

 

 ＣＡＡＴを利用するに当たっては、ＣＡＡＴの種類、ＣＡＡＴツールとして何を利用す

るのか、及びＣＡＡＴ利用上の各段階における前提・考慮事項を理解しておく必要がある。 

 

１．ＣＡＡＴの種類 

 

ＣＡＡＴは大きく以下の二つの方法に分類できる。 

 

(1) 電子データをダウンロードして監査人のＰＣ上で実施する方法 

被監査会社の情報システムの中に電子的に記録された監査対象データを電子記録のま

ま入手し、監査人の管理下にあるＰＣ等を用いて、監査人が、入手したデータを利用し、

必要な監査手続（合計調べ・抽出・分析等）を実施する方法である。 

比較的安価で高性能・小型ＰＣの出現、Excel や Access 等の表計算ソフトやデータベ

ースソフトの普及、さらにはＣＡＡＴ専用ツールの出現等により、今日では主流となっ

た方法である。データが監査人の手元にあるため、データに対する様々な加工・分析や

抽出に対して柔軟に対応することが可能である。そのため、第３章以降で紹介するＣＡ

ＡＴは、当該データダウンロードのアプローチを前提としている。 

 

(2) 被監査会社の情報システム内のプログラムを利用する方法 

  被監査会社の情報システム内のプログラムを利用する方法には、①監査人用の監査用

プログラムを被監査会社の情報システムに組み込む方法と、②被監査会社の情報システ

ムに予め組み込まれている機能を利用する方法、の二種類がある。 

 

① 監査人用の監査用プログラムを被監査会社の情報システムに組み込む方法 

過去においてはＰＣの性能に限界があり、大量データを入手できたとしてもＣＡＡＴ

の実施が困難なことが多かった。そのような時代においては、監査人が作成した監査用

のプログラムを被監査会社の情報システムに組み込んでＣＡＡＴを実施することがあっ

た。しかし、被監査会社の情報システムに監査用のプログラムを組み込んだり、一度組

み込んだプログラムを監査手続の変更に合わせて柔軟に変更したりすることには困難を

伴うことが多い。このため、ＰＣの処理能力が飛躍的に向上した今日においては、前述

の電子データをダウンロードする方法が主流となっている。ただし、今日においても監

査用プログラムを被監査会社の情報システムに組み込む方法がなくなったわけではなく、

特に毎期同様の手続を大量データに対して実施するような場合や、大量データを監査人

のために毎期一括して抽出するような場合には、分析プログラムや抽出プログラム等を

被監査会社の情報システムに組み込むことがある。 

 

② 被監査会社の情報システムに予め組み込まれている機能を利用する方法 

－5－



 

特にＥＲＰパッケージソフトの場合は、監査で利用できるプログラムが予め標準機能

として組み込まれている場合があり、そのような場合にはそれらのプログラムを利用し

てＣＡＡＴを実施することができる。カスタム開発されたシステムの場合でも、分析・

抽出用のプログラムを企業が開発して利用しているような場合がある。このような場合

には、そのプログラムの信頼性を検証した上で、監査に利用できる可能性がある。 

 

２．ＣＡＡＴツール 

 

監査人が被監査会社から入手した監査対象データの利用を前提としたＣＡＡＴにおいて

は、一般ビジネス用ＰＣソフトウェア、若しくはＣＡＡＴ専用ツール等が利用される。 

 

(1) 一般ビジネス用ＰＣソフトウェア 

Excel や Access を代表とするＰＣ上で利用するソフトのことである。最新バージョン

でも取り扱えるデータ量の上限が Excel では約 100 万行、Access では２ＧＢとなってい

るため、それより少ない場合には利用できるソフトであるが、それ以上の大量データを

取り扱うことができない。また、ＰＣのスペックによってはデータ処理速度が極端に遅

くなるという問題があり、データ量が大きくない場合に利用できるツールである。 

 

(2) ＣＡＡＴ専用ツール 

ＡＣＬ2、ＩＤＥＡ3を代表的製品とする監査対応専用ツールである。データの形式は

原則として不問であり、Excel や Access で取り扱うことのできない大容量データに対応

できることが特徴である。また、操作性も比較的容易であることが多く、ランダムサン

プリング等、監査のための標準的な機能は網羅されており、全操作の履歴が残ることか

ら操作の再現性が保証されているといえる。しかし、一般ビジネス用ＰＣソフトウェア

と比較した場合には、購入や保守のためによりコストがかかることが多い。 

 

(3) Excel に組み込んだＣＡＡＴツール 

ＣＡＡＴ専用ツールの基本的な機能を Excel 上で実現するアドインソフトが市販され

ている。Excel に独自のアドイン機能を組み込み、Excel の限界を補完することにより、

分析機能やデータ操作機能を拡張し、Excel での取扱いが可能な容量のデータを効率的

に分析できることが特徴である。また、Excel のアドインソフトであるため、ＣＡＡＴ

専用ツールに比べると比較的低廉なコストでの導入が可能である。 

                             
2 ＡＣＬとは世界有数のデータ分析・監査ツールの一つである。開発・発売元である ACL Services Ltd. 

はカナダに本拠地を構える。 
3 ＩＤＥＡとは世界有数のデータ分析・監査ツールの一つである。開発・発売元である CaseWare 

International Inc. はカナダに本拠地を構える。 
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３．ＣＡＡＴ利用上の各段階における前提・考慮事項 

 

ＣＡＡＴ利用上で、プランニングから実施までの各段階において、その前提として理解

しておくべき事項があるため、ここで紹介する。 

 

(1) プランニング段階 

① 電子データ入手に関する被監査会社との合意 

電子データの抽出と監査人への提供について、被監査会社と事前に合意しておく必要

がある。従来はＣＡＡＴを利用しておらず、初めて被監査会社にデータ提供の依頼を行

うような場合に、会社からデータの提供を拒絶されるようなケースもある。このため、

データ入手の目的やＣＡＡＴ利用のメリット等について事前に十分に被監査会社に説明

し、説得して合意を得ておくことが極めて重要になる場合がある。 

 

② 監査対象の業務プロセスの把握 

監査の一環としてＣＡＡＴを実施するため、ＣＡＡＴを利用する場合でも、対象業務

プロセスの内容とフローを把握する必要がある。取引がどのように開始されて、記録、

処理、修正され、会計へ転記され、財務報告に至るかの一連の手続について、手作業に

よるものとシステムを利用しているもの両方について把握する。併せて、当該業務プロ

セスで利用されているアプリケーションシステムについても把握・特定する。 

 

③ 当該業務プロセスにおけるデータフローの把握 

当該業務プロセスにおける取引の開始、記録、処理、修正、会計転記、及び財務報告

に至るデータフローを把握する。この段階では、いきなり詳細なデータフローを把握す

るのではなく、業務上の意味を持つ一定のデータの単位ごとに、重要なデータの流れを

把握する（例えば、「受注データ」「出荷データ」「請求データ」等）。 

 

④ データベースの把握 

ＣＡＡＴを利用する対象となるデータが特定できたら、その対象データのデータベー

スの構成（テーブルの種類とテーブル間の関係）及び構造（項目）を把握する必要があ

る。また、抽出方法を検討するために、登録されているデータの件数と抽出対象期間の

データ件数を合わせて把握することも重要である。 

なお、これらを把握するためには、前提としてデータベースに関する基本的な知識を

理解しておく必要がある。ここではデータベースに関する詳細な解説は割愛するが、こ

れらの点について監査チームだけでは対応が困難な場合には、ＩＴの専門家を利用する

ことを検討することも重要である。 

 

(2) 実施段階 

① データ抽出 

対象データの特定と詳細が把握できたら、データを抽出する。データの抽出には主に

以下の二つの方法がある。 
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Ａ．システムのアプリケーションの機能を使用する方法 

特にＥＲＰパッケージソフトの場合には、予めデータを抽出する機能が組み込まれ

ている場合があり、そのような場合には当該機能を利用することができる。予め被監

査会社のシステムにアクセスできるＰＣ端末とユーザＩＤの貸与を受けている場合に

は、監査人自ら操作してデータを抽出できる場合がある。データの量が膨大になり抽

出する際にシステムの負荷がかかるような場合には、全てのデータを一度で抽出する

のではなく、何回かに分割して抽出する必要がある場合もある。 

監査人が監査用のＰＣ端末等の貸与を受けていない場合や、貸与を受けていてもセ

キュリティ等の問題からデータ抽出権限までは付与されていない場合もある。そのよ

うな場合には、被監査会社にデータの抽出を依頼することになるが、その際には抽出

対象テーブルや抽出条件について文書で明確に伝えた上で、そのとおりに抽出されて

いることを担保するために、抽出画面等の記録の保存を依頼し、データとともに入手

することも有用である。また、可能であればデータ抽出に監査人が立ち会うこともあ

る。 

抽出対象データが膨大で、オンライン処理では抽出できない場合には、夜間バッチ

処理で抽出する場合もある。 

仕訳データ等毎期必ず抽出することが決まっているようなデータの場合、抽出専用

のプログラムを被監査会社に作成してもらうケースもある。 

 

Ｂ．データベース管理システムから直接抽出する方法 

被監査会社の情報システムのデータベース管理システムに直接アクセスし、データ

を抽出する方法である。通常は抽出に際してはＳＱＬと呼ばれるデータベース操作言

語を使用する。この方法の場合は、監査人が直接データベース管理システムにアクセ

スすることはなく、被監査会社の情報システム部門に依頼することになる。依頼に際

しては、抽出元テーブルと抽出条件に付いて文書で明確に伝えた上で、実際の抽出の

際のＳＱＬ文を記録しておいてもらうことも有用である。なお、抽出条件を記録した

ＳＱＬを理解するためには専門的知識が必要になるため、ＩＴの専門家の利用を検討

することも重要である。 

 

② データの授受 

データ量が膨大になる場合には、データの授受の方法を十分に検討しておく必要があ

る。特に情報漏えいのリスクを十分に考慮する必要があり、被監査会社及び監査人のセ

キュリティポリシーを遵守する必要がある。少量のデータであれば、パスワードによる

ロックと暗号化を行った上で電子メールにより授受する方法もある。インターネットを

経由して電子メールで機密情報を送信する場合には情報漏えいのリスクがあるため、必

ず単純でないパスワードを設定したうえで、パスワードはファイルを添付したメールに

は記載せず、電話もしくは別メールで送信する必要がある。電子メールでは送信できな

いような大容量の場合には、ＵＳＢメモリ、外付けハードディスク、ＣＤ、ＤＶＤ、Blu

‐Ray 等の媒体を使用することが多い。これらの媒体を利用する場合には、データを暗

号化したうえで直接手渡しにより授受することにより、紛失等による情報漏えいのリス
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クを最小化する必要がある。持ち運びの際の媒体紛失のリスクにも十分に留意する必要

があり、特に小型のＵＳＢメモリの場合には紛失リスクが一層大きくなるため、取扱い

には厳重な注意が必要である。データの授受が終わった際には、データ消去可能な媒体

の場合には速やかにファイルを削除し、データの消去ができない書き込み専用の媒体の

場合には、被監査会社に返却するか、ディスクシュレッダー等で廃棄して、情報漏えい

を防止することも非常に重要である。 

  

③ データ抽出のタイミング 

データは常に変動するため、データ抽出のタイミングと、複数回に分けて抽出する場

合には差分の抽出方法についても検討しておく必要がある。例えば、仕訳データは毎月

増加していくが、期末後に１年分の仕訳データを抽出して手続を実施するのでは間に合

わないことがある。そのような場合には半期、四半期若しくは月次でデータを抽出して

入手し、手続を実施することが有用であるが、前回抽出時以降のデータを漏れなく重複

なく抽出する必要がある。一旦抽出したデータについても、抽出後にデータが更新され

ている可能性がある場合には、変更の有無を変更履歴等で確認し、変更されているもの

については再度抽出する必要がある場合がある。 

  

④ データ形式 

被監査会社にデータダウンロードの依頼を行う場合には、どのデータ形式でデータを

ダウンロードするのかを決めた上で合意しておく必要がある。通常は、区切り文字によ

り区切られたテキスト形式でダウンロードすることが多い（区切り文字としては、カン

マ、タブ、コロン、セミコロン、スペース、パイプ等がある）。固定長のテキストの場合

もある。Excel や Access ファイルの形式でダウンロードできる場合もある。システムに

よってダウンロードできるデータ形式に制約がある場合もある。 

 

⑤ データクレンジング 

ダウンロードしたデータを、ＣＡＡＴを実施するためのツールに読み込ませる際に、

エラーが発生したり、データが破損してうまく読み込めないことがある。このようなケ

ースは、区切り文字のテキスト形式でデータを入手した際に意図しない箇所に余計な区

切り文字が含まれていた場合（例えば、カンマ区切りテキスト形式でデータを入手した

際に、伝票摘要欄にカンマ文字が使用されているような場合）や、意図しない文字コー

ドであった場合、その他の理由でデータが破損している場合などに生じる。このような

場合には、一旦余計な区切り文字を削除したり、文字コード変換をする等の作業をする

必要がある。このように入手したデータをＣＡＡＴツールに読み込ませることができる

ようにするための「データの掃除」を、データクレンジングと呼ぶ。 

 

⑥ データの正確性・網羅性の検証 

入手したデータが、抽出対象テーブルから漏れなく正確に抽出されていることの心証

を得るために、追加的な検証手続を実施する。抽出元テーブルが正しく特定され、そこ

から正しい抽出条件で抽出されていれば、基本的にはデータは正確かつ網羅的に抽出さ

－9－



 

れているはずである。しかし、実際に抽出する際に抽出元テーブルや抽出条件が正しい

ことについて十分に確認しきれていなかったり、抽出後に故意若しくは誤ってデータが

削除・変更されている可能性があったり、データクレンジングの際にデータを誤って変

更・削除してしまっている可能性があったり、あるいはそもそも抽出元テーブルや抽出

条件が誤っている可能性がある場合がある。このような可能性を完全に排除することは

困難であるため、通常は、入手したデータの正確性・網羅性を検証するための手続を最

初に実施する。 

検証手続の例としては、例えば仕訳データであれば、勘定科目ごとに金額を集計して

試算表と照合するような方法が一般的である。また、入手したデータの件数をデータベ

ースの実際のデータ件数と比較したり、特定の金額フィールドの合計を他の集計データ

と照合したりするような方法も考えられる。 
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第３章 ＣＡＡＴ適用場面 

 

 

この章では、公認会計士がかかわる会計監査業務及び非監査業務におけるＣＡＡＴを適

用し得る場面について考察する。 

 

 

１．会計監査業務における適用場面 

 

公認会計士が会計監査業務においてＣＡＡＴを適用する場面は、会計監査を実施する期

間を通して多岐にわたる。会計監査業務は監査計画の策定から始まり、監査意見の形成に

いたるまで、一連の様々な手続を実施することになるが、ＣＡＡＴを適用する場面は当該

手続の各場面において適用する機会がある。以下においては、会計監査のプロセスの中で、

どのフェーズにおいて、どのような目的で、どのようなＣＡＡＴを適用することにより、

どのような効果がもらされるかについて記載する。 

 

(1) 監査における適用場面とＣＡＡＴ適用例 

一般的な監査の進め方において、特にＣＡＡＴを適用できる場面と例は、以下のとお

りと考えられる。 

適用場面 ＣＡＡＴ適用例 

①  監査計画 

 計画段階の分析的手続 

②  内部統制評価 

属性サンプリング（手作業による内部統制の運用状況評価） 

自動化された内部統制の評価 

③  実証手続 

分析的実証手続 

詳細テスト 

母集団全体の精査 

特定項目抽出による試査 

統計的サンプリング 

④  仕訳入力の検討 

 仕訳テスト 

⑤  意見形成 

最終段階の分析的手続 

 

(2) 各適用場面における具体的な適用方法 

  監査における各適用場面において、ＣＡＡＴの適用目的、方法及び効果について記載

する。 
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① 監査計画 

監査計画の場面においては、計画段階の分析的手続においてＣＡＡＴの利用が有効と

考えられる。 

分析的手続とは、財務データ相互間、または財務データと非財務データ間に存在する

と推定される関係を分析・検討することによって、財務情報を評価する監査手続である。

計画段階の分析的手続とは、このような分析手続を、重要な虚偽表示リスクを識別し評

価するための、内部統制を含む企業及び企業環境の理解のためのリスク評価手続として

実施することである。 

これまでは、全社・セグメント別・事業部別等のレベルでの集計された財務情報を被

監査会社から入手し、期間比較分析や回転期間分析等を行うことが多かったのではない

かと思われる。しかし、集計された情報ではなく、仕訳データ等の明細データを入手し

てＣＡＡＴを利用し、様々な切り口でより詳細なレベル（例えば、顧客単位、地域単位、

営業所単位、製品単位、営業担当者単位、等）での分析を行うことにより、より効果的

なリスク評価を実施することができる可能性がある。 

 

② 内部統制評価 

内部統制評価の場面においては、属性サンプリングや自動化された内部統制の評価に

おいてＣＡＡＴの利用が有効と考えられる。 

Ａ．属性サンプリング 

属性サンプリングとは、母集団の特定の属性の誤謬率を、統計的手法を用いて推定

する方法である。主に手作業による内部統制の運用状況の有効性をテストする際に用

いられる手法であるが、テスト対象の母集団を取得する際に、システムからデータを

抽出して当該データからＣＡＡＴツール等を使用してサンプリングを行うことにより、

網羅的かつ正確な母集団に対して恣意性を排除したサンプリングを行うことが可能と

なる。例えば、日々複数回の頻度の売上計上承認のコントロールをテストする際に、

全売上計上データを網羅的に入手し、ＣＡＡＴツールで属性サンプリング機能を実行

し、25 件のテスト対象取引を抽出するような方法である。 

 

Ｂ．自動化された内部統制の評価 

ＩＴにより自動化された内部統制（自動化統制）の評価においては、原則としては

一つの処理パターンにつき１件のサンプルを評価すればよいとされている。しかし、

実際には厳密に処理パターンを特定するのは難しいことが多く、漏れが生じることも

ありうる。そのため、ＣＡＡＴを利用し、評価対象のデータを網羅的に抽出し（ある

特定の月若しくは全期間等）、処理パターンをデータから特定し、例外的パターンを含

めて網羅的に処理の適切性を検証することが可能となる。 

また、全データを対象とすることにより、実証手続の詳細テストを同時に実施する

ことも可能となる（二重目的テスト）。 

 

③ 実証手続 
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  実証手続は分析的実証手続と詳細テストの二つに分けられ、それぞれＣＡＡＴの利用

が有効と考えられる。 

Ａ．分析的実証手続 

分析的実証手続とは、実証手続として分析手続を実施することであり、予測分析、

データ分析、比率分析、趨勢分析等が含まれる。分析的実証手続においても計画段階

の分析的手続と同様に、企業から試算表等の集約された財務情報等を入手して科目別

及び全社・セグメント別・事業部別等のレベルでの分析を行うことが多かったが、こ

のような集約された情報ではなく、ＣＡＡＴを利用して明細レベルのデータを入手し

て様々な切り口で詳細なレベルでの分析を行うことにより、より精度の高い効果的な

手続を実施することができる可能性がある。 

 

Ｂ．詳細テスト 

詳細テストにおいては、母集団全体の精査、特定項目抽出による試査、及び統計的

サンプリングでＣＡＡＴの利用が有効と考えられる。 

ア．母集団全体の精査 

母集団全体に対して手続を実施する方法であり、このような手続を手作業で実施

する場合には、母集団の数が小さい場合でないと困難である。しかし、テスト対象

の母集団が全て電子データで存在して入手できる場合には、ＣＡＡＴを利用するこ

とにより、母集団の数が大きい場合にも全母集団に対して手続を実施することが可

能となる場合がある。例えば、受注データ、出荷データと請求データを全件照合し、

受注や出荷に基づかない売上計上がないことを網羅的に検証することが可能とな

る。 

 

イ．特定項目抽出による試査 

重要な虚偽表示リスクや母集団の特性などを考慮し、抽出する特定の条件を設定

し、母集団全体からその特定の条件に合致した取引を全件抽出し、抽出された取引

に対して手続を実施する方法である。 

特に母集団の件数が大きい場合には、このような特定項目を網羅的に抽出する作

業を手作業で実施するのは困難なことが多く、母集団が電子データで入手できる場

合には、ＣＡＡＴを利用することにより全母集団データを対象に効率的に漏れなく

正確に抽出することが可能となる。例えば、発注登録から入庫までの期間が極めて

短い（１週間以内）ものを大量な母集団から手作業で漏れなく抽出することは非常

に困難であるが、データを入手できれば、ＣＡＡＴを利用してこのような条件に合

ったデータを短時間で漏れなく正確に抽出することが可能となる。 

不正の可能性がある取引の内容を検討したうえで、その取引の属性を有するデー

タを特定項目としてＣＡＡＴで抽出して手続を実施することにより、不正対応とし

て有効な手続が実施できる可能性がある。 

 

ウ．統計的サンプリング 

統計的サンプリングでは、母集団から無作為に抽出したサンプルの特性に関する
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監査証拠を入手して評価することにより、当該母集団に関する結論を形成する。母

集団の件数が大きい場合には、そもそも手作業により統計的サンプリングを実施す

ること自体が極めて困難であり、大量データの場合には、母集団データを入手して

ＣＡＡＴを利用することにより、統計的サンプリングが可能となる。統計的サンプ

リングの例としては、売掛金の残高確認書を発送する得意先を抽出する際に、売掛

金明細データを入手し、ＣＡＡＴサンプリングツールを利用して統計的サンプリン

グを実施するような場合が該当する。 

 

④ 仕訳入力の検討 

経営者による内部統制の無効化から生じる不正リスクを適切に識別・評価し、対応手

続を実施するために、仕訳入力に関して、プロセスの理解、内部統制の整備状況の評価、

重要な虚偽表示リスクの評価、内部統制の運用状況の評価、及び実証手続を実施するこ

とが求められている。プロセスの理解から実証手続に至る一連の流れ自体は他の業務プ

ロセスと同様ではあるが、不正対応手続として仕訳入力に関する手続、特に網羅的な仕

訳の詳細テスト（仕訳テスト）が重視されてきており、この仕訳テストを実施する際に

ＣＡＡＴの利用が重要になりつつあるため、ここでは他のＣＡＡＴ適用場面とは独立し

て紹介する。 

仕訳テストは、経営者による内部統制の無効化による不正な仕訳投入がないことを確

認するために実施される。仕訳テストは不正対応手続として実施されるため、母集団に

対して網羅的に実施する必要があるが、大量の仕訳に対して手作業で不正な仕訳の有無

を検証することは極めて困難である。仕訳データを入手してＣＡＡＴを利用することに

より、母集団に対して網羅的に仕訳の検証を行うことが可能となる。仕訳テストの実施

方法としては、例えば、１年間の全仕訳データを入手の上、勘定科目ごとに集計して試

算表と照合して網羅性を確認した上で、その全仕訳データの中から、手作業で入力され

た仕訳か自動登録された仕訳かの区別、仕訳の入力された日付や時刻、仕訳の入力者及

び承認者、勘定科目のパターン、金額、伝票の種類、仕訳入力画面の種類、等の切り口

で不正な仕訳のシナリオを検討し、特定の不正入力の可能性がある仕訳を抽出の上、検

証するような方法がある。 

 

⑤ 意見形成 

意見形成段階におけるＣＡＡＴの活用場面としては、最終段階の分析的手続が考えら

れる。最終段階の分析的手続を実施した結果の監査人の結論を評価し、財務諸表に重要

な虚偽記載がないことについての意見を形成するため、及びこれまで認識していなかっ

た不正による重要な虚偽表示リスクを示唆している事象がないかどうかを評価するた

めに、監査の最終段階において分析的手続を実施する。 

この最終段階の分析的手続の際にも、計画段階の分析的手続と同様に、ＣＡＡＴを利

用することにより、より精緻な分析を実施することが可能になると考えられる。 
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２．非監査業務における適用場面 

 

(1) 非監査業務例 

公認会計士が携わる会計監査以外の業務として、例えば以下のような業務が考えられ

る。デューデリジェンス、バリュエーション、事業再生、内部監査支援等、様々な業務

が挙げられるが、当該業務において、ＣＡＡＴの技術の適用を行うことで、業務を効果

的・効率的に進めることが可能となると考えられる。 

以下では、非監査業務におけるＣＡＡＴを適用することにより、業務効率の向上や、

より精緻な業務の遂行が可能となる場面を記載する。 

 

(2) 適用場面 

デューデリジェンスにおける調査の場面において、対象会社のシステムから直接、全

てのデータを入手し全ての項目について、調査手続を行うことが可能となる。 

  バリュエーションにおける、マクロ経済との対象会社・事業との関連分析、他社比較

分析等の場面において、大量データを効果的に分析することが可能となる。 

  事業再生の現場において、再生計画のモデルを作成する際等に、これまでの過去業績

分析、ＫＰＩの選定における分析等の他、将来計画のシミュレーションを行う際に、Ｃ

ＡＡＴの考え方を適用することにより、効率的な手続を行うことが可能となる。 

  内部監査支援業務において、調査対象取引を選定する際に、会計監査におけるＣＡＡ

Ｔ利用の方法と同様に、会社のデータを網羅的に抽出した上でリスク評価分析を行い、

特定の切り口で調査対象取引を抽出することが可能となる。 

 

 

 

＜第３章 参考文献＞ 

 

・「ＩＴ統制評価全書」有限責任あずさ監査法人ＩＴ監査部（2013） 同文館出版 
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第４章 ＣＡＡＴの活用事例 

 

 

１．棚卸資産の月次総平均法による評価計算の実証手続（実証手続―詳細テスト―精査） 

 

以下の手続は、ある場面における監査手続の一例を示したものである。そのため、適用

される場面はこのシナリオに限られたものではなく、他の事例について応用して適用する

ことも考えられる。 

 

(1) 前提となるシナリオ 

商品の評価方法に月次総平均法を採用している企業における、棚卸資産の在庫評価の

妥当性の検討手続としては、当監査チームでは従来から、監査証拠の正確性をサンプリ

ングで確認する手続に準じて、25 件の品目を無作為に抽出して、月次総平均法等の所定

の計算方法どおりであるかを再計算によって確かめていた。 

しかし、在庫評価については特別な検討を必要とするリスクを識別しており、期末在

庫評価の計算の正確性についてより強い心証を得る必要性を感じたことから、より深度

のある監査手続として、ＣＡＡＴを利用して期末在庫評価の再計算を実施することとし

た。 

 

(2) 会社の業務とシステムの概要 

在庫管理システムで品番ごとの入出庫と在庫数量を管理している。在庫管理システム

はＰＯＳシステム仕様（店舗で商品を販売するごとに商品の販売・在庫情報を記録する

仕組み）であり、システム中に仕入・在庫及び販売に関するデータベースを包含してい

る。 

在庫管理システムのデータは以下のフローとなっている。 

① 在庫管理システムは、日々、店内の無線ＬＡＮシステム経由で本部から自動配信され

た最新の価格データを取り込み、ＰＯＳ端末（ハンディーターミナル）から手入力又

はバーコード入力による受入数量データを取り込み、ＰＯＳレジから払出数量データ

を取り込む。 

② 月次で、品目ごとに価格データと数量データから月次総平均法により月末在庫金額を

算出する。 

③ 算出された月末在庫金額は、品目ごとに会計システムへ転送される。また月初在庫金

額として品目ごとに翌月のデータとして保持される。 
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在庫管理システムの仕入データベースのイメージ

・・・・・・・・

・・・・・・・・

１/6、7,8、、、31 １月次 ２月次

単価データ

受入数量データ 月次受入数量データ

月次受入金額データ

払出数量データ 月次払出数量データ

（月初在庫金額データ）

・・・・・・・

（会計システムへ）

POSレジから社内LANで自動配信

手入力又はバーコード入力

本部から社内ＬＡＮで自動配信

品番 4035278700000

品番 9341356500000

 

 

(4) 想定するリスク 

商品の在庫金額が、所定の評価方法である、月次総平均法に従って算出されていない

可能性がある。 

 

(5) 利用ツール 

Excel 

 

(6) 抽出条件と手続 

在庫管理システムの中の計算結果である、12 月末在庫の数量データ、及び 12 月末在

庫の金額データ（＝単価×数量、以下同様）と、仕入データベース中の月次受入数量デ

ータ（１月、２月、３月）、月次受入金額データ及び月次払出数量データを加工して、期

末在庫の金額を再計算する。 
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その結果が、在庫管理システム中の計算結果である３月末在庫の金額データに一致す

ることを確かめる。 

また、再計算結果と在庫管理システムの計算結果とが不一致なものがあれば、その原

因を分析し、妥当性を検討する。 

（注）なお当事例では、作業対象は第４四半期である（３月決算）。また四半期財務諸表に

おいては洗替え法の継続適用をしており、それは在庫管理システム外で行っている。 

 

以下は手続の例示である。なお、説明不要な部分は削除している。 

 

① 在庫評価に関する実証手続 

Ａ．在庫管理システムの計算結果（12 月末及び３月末の数量データ、金額データ）の読

み込み（Ｅ，Ｆ列が 12 月末、Ｇ，Ｈ列が３月末のデータ） 
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Ｂ．仕入データベースの各月の受入数量、金額及び払出数量の各データの読み込み 

 

  ※ Ａとは別シートである。着色してあるのは、以下の説明の便宜上である。 

 

Ｃ． ＡとＢを接合し、一つのワークシート化 

 

  ※ 監査調書の体裁上、敢えて二つのワークシートを一つに接合している 
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Ｄ．「仕入データベースの各月の受入数量、金額及び払出数量の各データ」から、全品目

の月次総平均法による在庫数量と評価金額を計算する。 

 

 ※ 着色したテーブルの数量と金額のデータの右側に「期末在庫数量」「期末在庫金額」

列を設け、全ての行に対して、総平均法による在庫数量と在庫金額を表示させてい

る。 

 

Ｅ．在庫管理システムによる在庫評価数量と金額と、仕入データの各月の受入数量、金

額及び払出数量の各データを比較する。 

 

※ 左と右の在庫数量と在庫金額を比較する。 
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Ｆ．再計算結果と在庫管理システムの期末金額データとを照合し、判定する。 

 

  ※ 表の右側に「判定」列を設け、全ての行の計算結果に対して、ＩＦ関数によって、

在庫数量と在庫金額とが共に一致する場合に「一致」と表示し、それ以外では「不

一致」と表示させている。 

 

Ｇ．判定で不一致となったものは、全て在庫がゼロであることを確認した。 

 

※ 当事例は、実質的な「不一致」は無いケースであるが、実務では品目ごとに受け

払いが入り繰ったりしていることが多く、そのような品目が多いと、監査人側で

不一致の原因分析をやりきることは困難である。 
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そのような場合に深度ある手続の必要を認めた場合には、さらに追加して、会社へ

原因分析を依頼することになる。 

 

－22－



 

２．売上高の分析的手続（計画段階の分析的手続） 

 

(1) 前提となるシナリオ 

甲社は商品を多店舗展開して販売している上場企業である。 

ここ数年間は赤字経営が続いていたが、今年度の決算（期末監査前）では黒字転換し

ている。 

このような状況から、甲社の会計監査人である監査法人は、今年度の監査にて虚偽表

示リスクの一つとして、実在しない売上高が計上されるリスクの程度が高いと評価して

いる。 

以上から、監査法人は売上高について詳細な分析的手続を実施することとした。 

 

(2) 会社の業務とシステムの概要 

  ＰＯＳシステムを使用して、各店舗において商品を販売するごとに商品の販売情報を

記録している。ＰＯＳシステムには個別の販売単位での明細データと、店舗別・月次別

及び店舗別・年次ごとの販売集計データが格納されている。 

 

(3) 想定するリスク 

実在しない売上高が計上されているリスク。 

 

(4) 利用ツール 

Excel、ＣＡＡＴ専用ツール 

 

(5) 抽出条件と手続 

売上高全体に対して詳細な分析的手続を実施する。 

※ 全体の売上高合計の前期比較と月次推移分析は実施済みとし、店舗別売上高の前期比

較について、記述する。 
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① ＰＯＳデータのうち、今年度（Ｘ＋１年度）と前年度（Ｘ年度）の店舗別売上高、及

び店舗名マスタを Excel で入手。これらのデータを組み合わせて、店舗別売上高の前期

比較分析の表を作成する（会計上の売上高合計との突合せ及び各店舗の実在性・網羅性

の確認は実施済みとする）。 

 

  ※１ 増減分析の結果、異常値をマークしている。 

 

 

※１ 
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異常値が検出された店舗について、クライアントにヒアリングした結果、これらの店

舗では前年度と比較して規模の大きなキャンペーン（商品の値引きキャンペーン）を実

施したため、売上高が増加しているとのことだった。 

 

そこで、これらの店舗については、キャンペーンの影響額を把握することにした。 

 

② クライアントよりキャンペーンのデータを入手し、Excel で表を作成。 

 

 

③ キャンペーン期間中の売上高を把握するため、クライアントから今年度（Ｘ＋１年度）

の販売データ（ＰＯＳデータ）を入手。Excel では処理できない程のデータ件数であり、

作業効率化のためＣＡＡＴ専用ツールを利用することになった。ＣＡＡＴ専用ツールに

全店舗の販売データを取り込む（例としてＧＧＧ店の今年度の販売データを記載する。

なお、説明の簡略化のため、ＧＧＧ店の販売データは全店舗の販売データより抽出済み

とする）。 

 

※２ この時点で、①で作成した表の各店舗の売上高合計との突合せも実施する。 

  ※３ 全店舗のデータ件数が数百万件程の規模のクライアントを想定している。 

 

※２

※３

－25－



 

④ ＣＡＡＴ専用ツールの抽出機能を利用して、キャンペーン期間のデータを抽出する（こ

の例では３月１日から３月 31 日のデータを抽出）。 

 

  ※４ ＣＡＡＴ専用ツールの抽出機能を利用した結果、３月のデータだけが抽出され

ている。 

 

※４

※４ 
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⑤ ＣＡＡＴ専用ツールの合計コマンドを利用して、抽出した販売データの合計金額を計

算する。 

 

  ※５ ３月１日から３月 31 日の売上高の合計金額が表示されている。 

 

⑥ 表示された合計金額を②で作成した Excel の表に入力する。 

 

  ※６ ⑤の結果が反映されている。前年度や他の店舗も同様にＣＡＡＴ専用ツールで

金額を計算した後に表に入力している。 

 

 

※５

※６ 
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⑦ ⑥の結果を①で作成した店舗別売上高の前期比較分析の表に追加する。 

 

  ※７ ①から追加した項目。 

※８ ⑥で作成した表の「増減額」の数字を反映させている。 

  ※９ キャンペーンを考慮しても異常な差異がみられる部分にマークしている。 

 

 

キャンペーンを考慮した結果、理由を特定できない異常な差異がみられる店舗を把握

することができた。 

 

以上の結果、これらの店舗についてはさらに詳細な手続（分析的手続、詳細テスト）

を行うことになった。 

 

 

※８ ※９

※７
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３．製造原価数量差異に関する実証手続（実証手続―詳細テスト―特定項目抽出） 

 

以下の手続は、ある場面における監査手続の一例を示したものである。そのため、適用

される場面はこのシナリオに限られたものではなく、他の事例について応用して適用する

ことも考えられる。 

 

(1) 前提となるシナリオ 

監査リスク評価の段階で、従業員による部品の横流しが行われており、それが製造原

価差異として処理されているリスクが識別されたため、製造原価差異の内容を詳細に検

討する手続を実施した。 

 

(2) 会社の業務とシステムの概要 

① システムの概要 

生産管理システムで部品の入出庫、生産工程及び完成品の管理を行っている。生産管

理システムの主要なデータとして、Ａ．部品受払表、Ｂ．製品構成表、Ｃ．製品受払台

帳がある。 

Ａ．部品受払表 

部品受払表は、材料となる部品の品名、規格ごとに入庫と出庫の数量を管理してい

る台帳である。 

 

Ｂ．製品構成表 

製品構成表は、製品の設計書である製品番号ごとに、どの部品を幾つ使用するかを

記載した表である。 

 

Ｃ．製品受払台帳 

製品受払台帳は、完成品を製品番号ごとに、いつ、幾つ受払したかを記載した表で

ある。 

  

  上記の帳票データを検証に使用するが、当該データの入手に際しては、監査人が抽出

元テーブルと抽出条件を特定し、会社の情報システム部門に依頼をして監査人が立会い

の下でデータを抽出しており、正確なデータを漏れなく入手している。 
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② 会社の業務フロー 

部品の受払は、製造部が資材部に部品の出庫を依頼し、それを受けて資材部が部品の

出庫を行い記録する。 

製品の受払は、製造部が製品を倉庫に入庫し、それを受けて物流部が入庫を記録する。 

 

会社の業務フロー図(一部) 

    部品の出庫 

 

 製品の入庫 
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(3) 想定するリスク 

製造原価の数量差異の中に実際には数量差異とするべきではないものが混入している

可能性がある。 

 

(4) 利用ツール 

Excel 

 

(5) 抽出条件と手続 

製品入庫数と製品構成表からあるべき部品使用量を算定し、これと実際の部品出庫量

を比較する。 

 

以下は手続の例示である。なお、説明上不要な部分は削除している。 

 

① 製品受払台帳の入手 

 

※１ 製品番号は、後の突合に必要なので本来の名称とは異なる名称に修正して 

いる。 
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② 製品構成表の入手 

  

※２ 製品番号、部品番号、部品名は後の突合せで必要となるため、本来の名称

とは異なる名称に修正している。なお、名称が同一のものは同一の物品であ

る。 

 

③ 部品受払表の入手 
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④ 入手した製品受払台帳を日付順にソートして、入庫の分に絞る。 

 

 

⑤ 入庫だけに絞った製品受払台帳と製品構成表を組み合わせて使用量を算定する。 

 

 

⑥ Excel の計算式を使用して製品ごとの部品使用量を算定する。 
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⑦ 完成した使用量の算定表 

 

 

⑧ ピボットテーブル機能を使用して、作成した使用量の算定表を日別に集計する。 
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⑨ 材料受払表の調査したい材料をフィルタ機能で絞り込む。 

   

※「材質/品名」は後の突合で必要となるため、本来の名称とは異なる名称に修 

正している。 

※３「材質/品名」欄の名称と製品構成表の「部品名」欄の名称が同一のものは 

同一の物品である。 
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⑩ 差異を大まかに把握するために、比較したい期間(ここでは３月から５月まで)の出庫

量と使用量を比較する。 

  

 

⑪ 詳細に調査したい月について、使用量の算定表から同じ種類の部品を貼り付け、差異

を算定する。 
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⑫ 差異がある部分について、内容を調査する。 

   

※ 上記は出庫量と使用量で差異がある部分である。この差異の原因を確認するこ

とで、これが正常な原因によるものか異常な原因によるものかが確認でき、原

価差異の妥当性について検証することができる。 
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４．第三者委員会調査報告書による事例を基にＣＡＡＴの活用を考える 

 

不適切な経理処理を行った上場企業は第三者委員会による調査が行われ調査報告書が公

表されることが多い。そのような調査報告書の中には、ＣＡＡＴを活用していれば早期に

不適切な会計処理が発見できていたかもしれないと考えられる事例も存在するため、過去

に公表されている事例を基に考えてみたい。なお、以下は調査報告書を参考に作成した架

空の事例である。 

 

(1) 概要 

① 会社の概要 

不適切な経理処理が発覚したＡ社は上場会社Ｂ社の子会社であり、請負工事及び役務

提供を業としていた。また、Ｃ社は施設管理を行うＢ社の子会社である。 

 

② 不適切な経理処理発覚の経緯 

Ａ社における不適切な経理処理が発覚した経緯は、Ｃ社における業務上横領事件が発

覚したことを契機に、Ｂ社が連結子会社において他に不適切な経理処理が行われている

会社がないかどうかを確認するために、Ｂ社の内部監査部、Ｂ社グループ事業本部及び

Ｂ社の会計監査人である監査法人による監査及び調査を実施したことによる。 

Ａ社に対して従来から行われていた監査法人による子会社往査において、販売システ

ムの残高と会計システムの残高を照合できない等の指摘がなされていた。このため、監

査法人が今回の不正対応目的でＡ社に往査した際には、販売管理システムにおける売掛

金等の残高と、会計システムにおける売掛金等の残高が一致しているかどうかについて、

Ａ社の担当者に対するヒアリングとシステムから出力されたレポートや画面の検証等

が行われたが、Ａ社からは、確認や検証のために必要な情報や資料の提出が十分行われ

なかった。 

その後、上記の監査法人による往査が終了した後に、もはや隠し切れないと判断した

Ａ社の当時の代表取締役社長（以下「前社長」という）から、Ａ社では不適切な経理処

理が過去から数年にわたって行われてきたとの告白と、当該不適切な経理処理のＡ社の

財務数値に対する影響額の説明がなされ、Ａ社における不適切な経理処理が発覚した。 

 

③ 不適切な経理処理の概要 

不適切な経理処理の概要は以下のとおりである。 

 

ア．会計システムへの不正な見込売上の入力 

イ．販売管理システムへの不正な見込売上の入力 
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営業部門 経理部門 システム

販売管理売上見

込入力

会計売上見込

入力

自動連携

イ．販売管理システムへの

不正な見込売上の入力

ア．会計システムへの

不正な見込売上の入力
 

 

ア．会計システムへの不正な見込売上の入力 

1) 会計システムへの不正な見込売上の入力の内容 

赤字決算になることが見込まれた数年前の事業年度において、当時は管理本部長

であった前社長が経理部長に対し、赤字にならないように何とかできないかという

話をした。それを受けて、経理部長が利益の水増しのために、本来であれば翌年度

に売上が計上される予定の受注案件を抽出し、会計システムに会計伝票を経理部長

が自ら直接入力して売上を前倒し計上した。 

Ａ社には、販売管理システムと会計システムの二つのシステムが存在しており、

営業部門が売上等を販売管理システムに入力すると、当該データが会計システムに

自動連携される仕組みとなっていた。また、販売管理システムで見込売上として入

力されて会計システムに自動登録された会計伝票の摘要欄には、「見込売上計上」

と自動的に記録される仕組みとなっていたが、経理部長が会計システムへ不正な見

込売上を入力する際には、会計伝票の摘要欄に、「見込売上計上」と同様の文言を

手で入力していたため、会計伝票を一見しただけでは、会計システムから直接入力

された不正な売上計上であることを識別することは困難であった。 

しかし、会計システムに入力された見込売上は販売管理システムには連携されて

いなかったため、会計システム上の売上及び売掛金の残高と、販売管理システム上

の売上及び売掛金の残高は一致していない状態となっていた。 

 

2) 会計システムへの不正な見込売上入力の発覚が遅れた要因 

会計伝票による売上の前倒し計上と利益の水増しが行われていることを具体的

に知っていたのは、社長、管理本部長、経理部長及び経理課長の４名のみであり、

情報が一部の責任者に限定されていたため、発覚が遅れることになった（情報シス

テム部も経理部長の指示の下で販売管理システムの改竄を行っていたが、具体的な

不正の手口や内容までは知らされていなかった）。 
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親会社の監査法人による子会社監査も従来から実施されていたが、重要性のない

連結子会社であったため、隔年で２日程度の往査を実施しているのみであった。さ

らに、不正な見込売上入力に係る会計伝票は伝票綴りファイルからは外して経理部

長が別に保管して監査の際に監査法人には提示していなかった上、監査法人から監

査の際に会計システムの売掛金残高と販売管理システムの売掛金残高の照合を求

められた際には、情報システム部に指示して販売管理システムを改竄し、売掛金の

合計欄や売掛金明細を出力するための印刷キーを売掛金管理機能の画面上から削

除して、経理や情報システム関係者が、売掛金の合計や売掛金明細の出力はできな

いと虚偽の回答を行う等の隠蔽がなされていたため、短期間の監査では、不適切な

経理処理の存在を見出すことは困難であったと調査報告書では結論付けている。 

 

イ．販売管理システムへの不正な見込売上の入力 

1) 販売管理システムへの不正な見込売上の入力の内容 

Ａ社の事業（請負工事及び役務提供）に係る売上計上基準は、請負工事について

は工事完成及び検収時、役務提供については役務提供の完了時であった。しかし、

前社長（当時の管理本部長）から赤字決算回避の強い圧力を受けた経理部長が、各

事業部に対して売上予算達成の圧力をかけた。この圧力を受けた各事業部では、期

末日までに完成・完了する見込みがなく本来は売上計上すべきでない受注案件につ

いても、販売管理システムの見込売上計上の仕組みを利用して、見込売上を計上す

るという不正会計が行われていた。 

 

2) 販売管理システムへの不正な見込売上入力の発覚が遅れた要因 

見込売上として計上された売上は、会計伝票や販売管理システム上には「見込売

上計上」と記録され、さらに翌期には自動的に取消処理が行われるため、当該売上

が見込売上であるかどうかはシステム上では判別可能ではあった。しかし、販売管

理システムへの見込売上入力は各事業部で行われており、当該案件の具体的な進捗

状況は当該事業部の者しか知りえない状況であった。このため監査法人による短期

間の往査では、当該案件の売上計上の妥当性（本当に期末までに納品又は完成させ

ることができ、当該事業年度における売上として計上してよい売上かどうか）を発

見することは困難であったと思われる。 

さらに、Ａ社では売掛金残高が 1,000 万円以下の取引先の数が多いため、経理部

門が作成していた売掛金明細表では、売掛金残高が 1,000 万円以下の取引先につい

ては集約して「その他」として合計金額のみが記入されていた。このため、当該売

掛金明細表を使用して監査を実施していた監査法人にとっては、1,000 万円以下の

見込売上計上に対応する売掛金の存在自体を認識するのが困難であったと思われ

る。 

 

(2) 上記事例から考えるＣＡＡＴの活用 

① 「イ．会計システムへの不正な見込売上の入力」におけるＣＡＡＴ活用の可能性 

「販売管理システムからの売掛金の合計や売掛金明細の出力が困難」との虚偽の説明
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を受けて、販売管理システム上の売掛金残高の合計金額や売掛金明細が入手できなかっ

たのであるが、売掛金残高や明細は通常はシステムの中に電子データとして保存されて

いるため、このデータを入手できれば、ＣＡＡＴを利用して合計金額を計算すること自

体は容易である。しかし、Ａ社は不正会計の隠蔽のためにシステムを改竄することまで

実施しており、データの抽出を依頼しても、虚偽の理由を示して拒否されていた可能性

は高いと思われる。 

また、通常は販売管理システムから自動連携されて計上される売上及び売掛金の勘定

科目に対して、マニュアルで会計伝票を登録している。このため、摘要欄等の記載は同

じで一見区別がつかなくとも、会計システム上の会計伝票のデータ項目の中に、販売管

理システムから連携して登録された会計伝票と、マニュアルで入力した会計伝票とを区

別できるような情報が含まれている可能性がある。例えば、マニュアルで入力した会計

伝票は入力者のユーザＩＤが伝票登録者の項目に記録されているかもしれないが、他シ

ステムから自動連携して登録されるような会計伝票は、システムがバックグラウンドで

使用する特別なユーザＩＤで登録されることが多い。このため、売掛金計上の会計伝票

データを抽出し、ＣＡＡＴを利用して仕訳テストを実施し、伝票登録者の項目に記録さ

れているユーザＩＤを分析すれば、不正の兆候のある会計伝票が発見された可能性はあ

ると思われる。しかし、当時及び現在の監査実務の慣行としては、重要性の低い子会社

に短期間の往査に行った際には、通常は仕訳テストまでは実施しないため、当該事例で

実際に仕訳テストを実施することは困難であったと思われる。 

 

② 「ロ．販売管理システムへの不正な見込売上の入力」におけるＣＡＡＴ活用の可能性 

1,000 万円以下の売掛金残高の取引先は全て「その他」として合計して売掛金明細表

上で表示されていたため、見込計上された売上に対応する売掛金の存在自体を認識する

のが困難であったのであるが、これも、販売管理システムから売掛金残高データを抽出

して入手することが可能であれば、おそらくどの売掛金が見込計上に該当するのかはデ

ータ項目を見れば区別できた可能性が高い。もしそうであるとすると、売掛金残高デー

タが入手できさえすれば、ＣＡＡＴを利用して見込計上の明細を網羅的に抽出すること

自体は容易である。しかし前述のとおり、そもそもデータの提供自体を拒否された可能

性が高く、当該事例の場合にはＣＡＡＴの利用は実際には困難であったと思われる。 
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第５章 事業会社の内部監査におけるＣＡＡＴの活用事例 

 

 

 内部監査におけるＣＡＡＴの活用状況について事業会社２社の内部監査部門にインタビ

ューを行い、ＣＡＡＴ活用事例として取りまとめた。 

 

１．１社目の事例（輸送機器） 

 

(1) インタビュー対象会社の概要 

・東京証券取引所第一部上場 

・業種       ：輸送用機器 

・売上高 連結  ：１兆円超 

・従業員数 連結：２万人超 

・子会社数     ：国内子会社約 50 社、海外子会社約 20 社 

 

(2) 内部監査部門の人数、ＣＡＡＴ要員の人数 

内部監査部門には 12 名在籍している。そのうち現時点のＣＡＡＴ要員（内部監査業務

の中でＣＡＡＴを実行する担当者）は５名程度であるが、全員がＣＡＡＴを活用できる

ように取組んでいる。 

 

(3) 内部監査にＣＡＡＴを活用するようになったきっかけ 

 2011 年頃に日本内部監査協会が主催するＣＡＡＴをテーマにしたセミナーに参加し、

内部監査でのＣＡＡＴ活用の必要性を認識したので監査手法として導入することにした。

2012 年にＣＡＡＴ専用ツールを３ライセンス購入しコンサルタントの力を借り国内子

会社にＣＡＡＴによる業務監査を実施したところ、網羅的で効果的な監査に繋がったた

め、2013 年からＣＡＡＴ専用ツールを７ライセンスへ増やし、本格的にＣＡＡＴに取組

んだ。初年度は、統一システムを利用しておりデータ取込みが容易である国内の販売子

会社を対象にＣＡＡＴを導入し効果を上げている。ＣＡＡＴ専用ツールの導入の際、シ

ステム部門での業務経験がある内部監査部員が導入リーダーを務めたことで、導入はス

ムーズに行えた。 

 

(4) ＣＡＡＴで実施していること 

 往査前に、業務データと会計データを取得し、売上に対する値引き率や原価率などの

異常値や不明な仕訳パターンなどを抽出して監査対象販売子会社へ証憑の準備と取引内

容の調査を依頼する。そして往査時に、監査対象販売子会社の準備した証憑を確認し説

明を受けて評価している。 

また、監査終了後には監査対象販売子会社へデータ分析手法を説明し、子会社自らが

ＣＡＡＴを活用し内部統制の強化を図ることを支援している。 

直近のＣＡＡＴでの具体的な実施事項の例は以下のとおりである。 
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・現金や小口現金による高額支払を抽出 

・長期金銭債権の仕訳明細を抽出 

・労使協定での時間外労働時間を超える残業をしている従業員を抽出 

・年間の公休日数を取得していない従業員を抽出 

・値引き額・値引き率が大きい売上明細を抽出 

・仕掛期間が長期化した仕掛明細を抽出 

・売上高に対して高原価率の売上明細を抽出 

・短期的に売却・買戻し・別の売先に売却、を行っている売上明細を抽出 

・期末に売上計上し翌期初に売上キャンセルとなっている売上明細を抽出 

・一定期間動きのない在庫明細を抽出 

 

(5) ＣＡＡＴ活用の効果 

ＣＡＡＴ実施により取引明細等の母集団全件を見ることになり、網羅的で効果的な評

価に繋がり監査の効率・精度が上がった。ＣＡＡＴ実施による誤謬等の発見事項は手作

業では発見が難しいものもあり、ＣＡＡＴへの社内の注目度は高まっている。 

 

(6) ＣＡＡＴの他社事例などの情報収集について 

日本内部監査協会が主催するＣＡＡＴをテーマにしたセミナーには積極的に参加しＣ

ＡＡＴ活用事例などの情報収集をするようにしている。また、ＣＡＡＴ専用ツールを内

部監査に活用している会社の内部監査人の勉強会（ユーザ会）が２ヶ月に１回ほどの頻

度で開催されており、当社も参加している。そこではＣＡＡＴ専用ツールを使用した検

証の方法等について情報交換を行っている。スクリプト4を作り込むなど高度な他社事例

もあり参考になる。 

 

(7) ＣＡＡＴ活用範囲の拡大等の構想・計画 

 将来的に販売子会社以外の国内子会社、さらには海外子会社の業務監査にもＣＡＡＴ

（データ分析）を活用したい。会社ごとに異なるＩＴシステムを使用している国内外子

会社について、データ分析を効率的に行う仕組みを作れないか現在検討中である。 

現状ＣＡＡＴで実施していることの多くは、異常値がないかのチェックであり、本来

は現場に近いところでリアルタイム的に（月次などで）実施すべきことであり、将来的

にそのような日常監視の仕組み（内部監査部門は日常監視が機能しているかをチェック

する体制）にしたいと考えている。そこで、現場の管理者でもＣＡＡＴを実施できるよ

うに、内部監査部門で現状実施しているＣＡＡＴについて、どういう手順でどういうコ

マンド5を操作して、といったマニュアルをこれから作成する予定である。 

 

(8) ＣＡＡＴ要員の育成、ＣＡＡＴスキルの継承 

                             
4 スクリプトとは、ＣＡＡＴ専用ツールのコマンドを自動実行するために、ＣＡＡＴ専用ツール上に

作成した簡易プログラムのことである。 
5 コマンドとは、「データの抽出」、「要約」、「分類化」等々、ＣＡＡＴ専用ツールの機能を実行す

るための命令である。 
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ＣＡＡＴ要員が複数名おり、内部監査部門内ミーティングを定期的に行い、ＣＡＡＴ

専用ツールを使用した検証の方法・発見事項について情報共有しており、スキルの継承

等は特段問題ないと考えている。また、ＣＡＡＴ専用ツールの操作ログ6から容易にスク

リプトを作成できる（コマンド操作を自動化できる）が、ＣＡＡＴ要員に技術を身につ

けさせるという意味合いで、現状はあえてスクリプトを利用せず、手動によるコマンド

操作でＣＡＡＴ専用ツールの運用をしている。 

 

(9) ＣＡＡＴに関して、公認会計士に期待すること 

 会社ごとに異なるＩＴシステムを使用している海外子会社について、ＣＡＡＴ（デー

タ分析）を効率的に行うノウハウ等があれば教えて欲しい。また、不正事例を紹介する

セミナー等があるとうれしい。 

                             
6 ＣＡＡＴ専用ツールではコマンド操作の履歴が自動的に記録される。この記録のことを「ログ」と  

呼ぶ。  
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２．２社目の事例（情報・通信業） 

 

(1) インタビュー対象会社の概要 

・東京証券取引所第一部上場企業の子会社 

・業種   ：情報・通信業 

・売上高  ：500 億円超 1,000 億円未満 

・従業員数：2,000 人超 

 

(2) 内部監査部門の人数、ＣＡＡＴ要員の人数 

 内部監査部門には６名在籍している。そのうちＣＡＡＴ要員（内部監査業務の中でＣ

ＡＡＴを実行する担当者）は３名である。 

 

(3) 内部監査にＣＡＡＴを活用するようになったきっかけ 

 2001 年から業務システムにＥＲＰシステムを導入しており、従来はＥＲＰシステムの

データに対して Excel でのデータ分析を行っていたが、分析対象データの容量が大きく、

Excel では処理速度の点で問題があった。そのため、大容量データをスムーズに処理で

きるＣＡＡＴ専用ツールを導入することにし、2007 年７月にＣＡＡＴ専用ツールのライ

センスを１個購入し試験的にＣＡＡＴ専用ツールでのＣＡＡＴ実施を開始し、2009 年７

月から本格的にＣＡＡＴ専用ツールの運用を始めた。2010 年からＣＡＡＴ専用ツールの

ライセンスを追加で１個購入し、ＥＲＰシステムのデータに加えて、経理部門・人事総

務部門・事業部が所管するデータに対するＣＡＡＴ専用ツールでの分析（モニタリング）

も始めた。モニタリングは主に異常値が伴う兆候データの抽出であり、例としては、出

張旅費を事後申請しているものや旅費精算が遅延しているものの抽出などである。当社

のＥＲＰシステムはデータを全て公開するという設計思想に基づいて作られており、Ｃ

ＡＡＴ用のデータ入手は特に問題なくできた。ＥＲＰシステム導入の際の主要メンバー

が現在内部監査部門のＣＡＡＴ要員になっており、ファイルレイアウト等を熟知してい

ることから、ＣＡＡＴ専用ツールへのデータ取込みもスムーズに行えた。 

 当社ではＣＡＡＴ専用ツールの利点を以下の３点と考えている。 

① 大量データを正確に早く処理できる。（例：大量の入退室記録（ログ）を使用した検証

（後述）も数時間でできる） 

② データ処理機能（コマンド）がメニューに準備されている。 

③ 簡単にスクリプトを作成できる。 

 

(4) ＣＡＡＴで実施していること 

 内部監査部門は、不正を見つける部門ではなく、仕組み等に問題がないか、異常値を

見つけ深堀（分厚く）調査を行い、異常値の原因究明・仕組み等の改善提案をする部門

であると考えている。 

監査対象（往査で深堀して見るところ）を識別するためにＣＡＡＴ専用ツールのスク

リプトを利用している。スクリプトで主に実行していることは下記例示のような異常値

の抽出である。 
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スクリプトは、実行前に前回指摘事項等を反映させブラッシュアップしておく。また、

指摘事項の傾向分析でもスクリプトを使用する。さらに、フォローアップで往査する対

象部門等の選別にもスクリプトを使用する。スクリプト実行により前回指摘事項が改善

されていることを確認できた場合はフォローアップでの往査を省略する場合もある。 

ＣＡＡＴの対象データ（システム）は、会計・購買・工数管理・旅費交通費・勤怠管

理、等である。現在スクリプトは 200 個ほどある（メインで実行するスクリプトが 200

個ほどであり、それ以外にデータインポート等のスクリプトが 100 個ほどあり、スクリ

プトは全部で 300 個ほどある）。 

スクリプトの実行結果（異常値の抽出結果）は、大きく「従業員」と「プロジェクト」

に分けて集計する。「従業員」については、縦軸に従業員名を、横軸に「未来日入力」、

「月末工数集計」、「入退室時間」、「間接作業者」などのスクリプト名（抽出条件名）を

置き、どの従業員がどのスクリプト（抽出条件）で抽出されたかの一覧表を作成する。

各スクリプト（抽出条件）には１点、２点、３点等の重み付け（リスクが高いと考える

抽出条件ほど高い点数にする）を行い、スクリプトの実行結果（異常値の抽出結果）を

点数化し、点数の高い（複数の抽出条件にヒットし、リスクの高い抽出条件にヒットし

ている）従業員にフォーカスした監査を行うようにしている。同様に、「プロジェクト」

については、縦軸にプロジェクト番号を、横軸に「特別商流」、「特別原価率」、「資材重

複検収」などのプロジェクト別に異常値の有無を抽出するスクリプトを置き、どのプロ

ジェクトがどのスクリプト（抽出条件）で抽出されたかの一覧表を作成し、各スクリプ

トの重み付けを行い、点数の高いプロジェクトにフォーカスした監査を行うようにして

いる。ただし、点数の高いものだけに対して監査を行うと偏りが生じてしまうので、以

下の場合も監査対象に含めるようにしている。 

① 特定のリスクの高いスクリプト（抽出条件）にヒットした場合（他の抽出条件にヒッ

トしていなくとも監査対象に含める） 

② 毎期定める重点監査テーマに該当するもの 

③ 特定の従業員や部門にフォーカスするもの 

④ さまざまな兆候のスクリプトに幅広くヒットしているもの 

上記の「従業員」、「プロジェクト」の集計に加えて、監査テーマ別での集計も行って

いる。主な監査テーマとしては、「売上繰延」、「下請法」、「滞留資産」、「不明資産」など

がある。 

  直近のＣＡＡＴでの具体的な実施事項（スクリプト）の例は以下のとおりである。 

 ・下請法の遵守状況の確認 

  検収・発注データから「資材発注から検収までの期間が通常より極端に短い発注」を

抽出する。 

 ・工数計上の妥当性（作業時間の過小・過大申告がないか等）の確認 

  入退室記録（ログ）と工数計上記録（自己申告の作業時間）とを「社員番号＋年月日」

をキーに突合し、一定時間以上乖離しているものを抽出する。 
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 ・情報セキュリティリスクの管理状況を調べるプロジェクトの抽出 

  規模が大きなプロジェクトになるほど重要な機密を取り扱う可能性が高く、またプロ

ジェクト関与者も多くなり、情報セキュリティのリスクが大きくなると考えられるため、

受注データ、原価データと発注データから、受注・資材取引金額が一定金額以上のプロ

ジェクトを抽出する（一次絞り）。次に、プロジェクト名等に特定のキーワード（情報漏

洩リスク等が高いと推測される業務特性等を表す言葉）を含むプロジェクトを抽出する

（二次絞り）。 

 ・原価データから１人プロジェクトの案件を抽出 

１人プロジェクトは管理が甘くなる傾向にあり、リスクが高い案件として抽出する。 

 ・データ修正の回数が多い、付替が多い工数管理データを抽出 

 ・原価率の高い、低いプロジェクト等を抽出 

 

(5) ＣＡＡＴ活用の効果 

 直接的な効果としては、以下の４点がある。 

① ＣＡＡＴで母集団から特定の条件に合致した項目を抽出することは、母集団の全てを

見ることになり、ＣＡＡＴ活用前よりも指摘事項の検出数が大幅に（２割程度）増えた

（手作業抽出に比べ抽出漏れがないため）。ＣＡＡＴで異常値を抽出した後、異常原因の

根本分析等を行い、有効な改善提案につなげている。 

② 兆候分析による監査の有効性が向上した（母集団全体を俯瞰することで、従業員・プ

ロジェクト・監査テーマにフォーカスした監査が可能となった）。 

③ 被監査部門の負担が軽減した（往査前にＣＡＡＴで異常値を抽出し往査で深堀して見

るところを明確にすることで、準備する資料が特定され、また往査時間も短縮した）。 

④ 監査報告の時期が２ヶ月短縮された。 

全社的な効果としては、以下の３点がある。 

⑤ 経営の透明性が向上した。スタッフ部門の垣根が取れた（経理部門で情報を抱え他部

門に情報を見せない、ということがなくなった。）。 

⑥ 従業員は常に見られている意識を持つようになり、不正の抑止効果となっている。 

⑦ 経営の透明性向上と不正の抑止効果は、経営層や親会社にも安心感を与えている。 

 

(6) ＣＡＡＴの他社事例などの情報収集について 

 自社内での研究のみ行っている。指摘事項をデータベース化するとともに、指摘内容

を関連するスクリプトに反映し、スクリプトのレベルアップを図っている。また、ツー

ルベンダーが主催するＣＡＡＴ専用ツール操作研修に参加して身につけた技術等も活用

し、全てのＣＡＡＴ専用ツールスクリプトの見直し・改廃を毎期行っている。廃止より

新規作成のほうが多いため（指摘事項のスクリプト反映が多いのが主な要因で）、スクリ

プト数は毎期増え続けている。監査役から調べて欲しいと依頼されスクリプトに追加す

る場合もある。 
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(7) ＣＡＡＴ活用範囲の拡大等の構想・計画 

  ＣＡＡＴに関して、以下のことを考えている。 

① 兆候があるのに監査できていないところはないか、の見直し。 

② スクリプトの品質をさらに高める。（仮にスクリプト実行で数百件抽出された場合、さ

らに絞り込む（二次抽出）という作業が発生してしまう。そうならないように、スクリ

プト中に予め複数の抽出条件を入れておいて、１回のスクリプト実行で異常値抽出が完

了する、という形になるようにする。全スクリプトについてそれを徹底する。） 

③ 監査視点をさらに充実させる。 

④ 異常値の抽出結果の集計・まとめ方をより良くする。 

 

(8) ＣＡＡＴ要員の育成、ＣＡＡＴスキルの継承 

現在のＣＡＡＴ要員の内２名はシステム部門での業務経験がないが、研究等を重ねる

ことで、現状問題なくＣＡＡＴ専用ツールを操作できている。また、ＣＡＡＴ専用ツー

ルの操作ログ・スクリプトは全て記録として残している。さらに、ＣＡＡＴ専用ツール

のメニュー画面を自社で作成し、ＣＡＡＴ専用ツールの操作に不慣れな人でも全てのス

クリプトの実行ができる仕組みにしている。異動等があっても、ＣＡＡＴスキルの継承

等は問題なく対応できると考えている。 

 

(9) ＣＡＡＴに関して、公認会計士に期待すること 

 ＣＡＡＴ専用ツールの使用を推奨し、より効果的かつ効率的な監査の普及にご支援い

ただきたい。 
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３．事業会社の内部監査におけるＣＡＡＴの活用事例から考察した公認会計士業務への活

用 

 

今回、一般事業会社の内部監査におけるＣＡＡＴ活用状況をヒアリングした結果、公

認会計士の実施する外部監査業務にＣＡＡＴを活用することが可能又は有用と考えられ

る事例が多数紹介された。特に「システム部門出身者ではない内部監査人によりＣＡＡ

Ｔが活用されている点」「大容量データを効率的に処理できる点」「ＣＡＡＴのデータ処

理機能（コマンド）及びスクリプト機能を利用することで深度ある監査手続を効率的に

実施できる点」「スクリプトの見直しを毎期行っている点」は外部監査業務にＣＡＡＴを

活用することの可能性を広げ、有用性が高いことを印象付ける事例であった。また、外

部監査業務へのＣＡＡＴ活用における留意事項として、入手するデータのレイアウトや

入手経路は事前に情報を入手し、ＣＡＡＴが有用に活用できる環境にあるか検討してお

くことが必要であることも今回の事業会社の内部監査におけるＣＡＡＴの活用事例で明

確となった。 
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第６章 ＣＡＡＴ専用ツールの特徴 

 

 

ＣＡＡＴを実施するためのソフトウェアとして一般的に利用されているものには、Excel

等の表計算ソフトや Access 等のデータベースソフトなどの汎用ソフトウェア及びデータ

監査ソフトウェア（以下「ＣＡＡＴ専用ツール」という。）が存在する。 

 監査においてはＣＡＡＴが広く行われ、ＣＡＡＴ専用ツールも使われるようになってい

る。ただし、ＣＡＡＴ専用ツールの活用範囲は各監査人により異なり、十分使われている

とは言い難い。ＣＡＡＴ専用ツールの機能やメリットを理解していない監査人も少なくな

いと考える。 

 本章では、ＣＡＡＴ専用ツール活用によるメリットを理解するために、ＣＡＡＴ専用ツ

ールの機能、かかる費用、ＣＡＡＴ専用ツールのメリット及び活用例を紹介する。メリッ

トと活用例については、監査人と異なる立場の意見も参考になると考えたので、本章にお

いてはＣＡＡＴ専用ツールベンダーから得た内容を紹介する。 

 

１．ＣＡＡＴ専用ツールの機能 

 

ＣＡＡＴ専用ツールは、一般的にＣＡＡＴに利用されている Excel や Access に比べて以

下の特徴がある。 

 

(1) 大量データへの対応 

ＣＡＡＴ専用ツールはデータ件数の制限がないため大量データを処理することが可能

である。ただしＰＣのスペックに依存するため処理できるデータ量は実質的には無制限

ではない。 

一方、Access は約２ＧＢのファイルサイズまで処理できる。２ＧＢを超える大量デー

タは分割しないと Access で処理できない。また、Excel は約 100 万件までしか取り込め

ない。100 万件を超える大量データは分割して取り込むことで Excel でも処理できるが、

手間と時間がかかることになる。 

ＣＡＡＴ専用ツールと Excel・Access との間には上記の相違があり、大量データを取

り扱う際にＣＡＡＴ専用ツールを用いれば、Excel・Access に比べ処理速度の向上を図

ることができる。 

 

(2) 統計的サンプリング、様々なデータ分析のメニュー化 

統計的サンプリングは Excel でも実施できるが、ＣＡＡＴ専用ツールではメニュー化

されているためより容易に実施することができる。 
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また、年齢調べやベンフォード分析7、連続番号の欠落の検出、重複チェック等のデー

タ分析も Excel でも実施できるが、ＣＡＡＴ専用ツールではメニュー化されているため

より容易に実施することができる。 

 

(3) スクリプト作成、深堀調査（ドリルダウン） 

データ分析等のコマンド操作のログからスクリプトを容易に（プログラミング知識な

しで）作成できるため、データ分析等の自動化・効率化を容易に図ることができる。 

 

ドリルダウンとは、母集団のデータを様々な観点で並べ替え・グラフ表示し、データ

の発生状況（グラフの凸凹の程度）から異常を見つけ深堀調査をしていく調査・分析手

法である。例えば、経費をドリルダウンで分析していく場合、まずは経費の費目別金額

の大小から異常を見つけるために縦軸に金額を横軸に費目をとったグラフを書き、金額

が大きい（小さい）費目についてその原因等を深堀調査する。仮に、旅費交通費の金額

が他の費目に比べ目立って大きい場合に、旅費交通費について追加で別の観点で（例え

ばどの部署で多く発生しているか、何月に多く発生しているか）の分析を行う。縦軸に

旅費交通費の金額を、横軸に部署（年月）をとったグラフを書き、金額が大きい部署（年

月）についてその原因等を深堀調査する、といった具合である。Excel 等でも同様の調

査・分析ができるが、ＣＡＡＴ専用ツールでは右クリック等の簡単な操作で、様々な分

析観点（上記例では、費目別、部署別、月別、等々）のグラフの作成、グラフ表示から

グラフの盛り上がっている箇所の内訳表示などへの画面の切り替え、を素早く行うこと

ができ、試行錯誤的にやらざるを得ないドリルダウンを効率的に実施できる。 

 

図.ドリルダウン活用イメージ 

ｘ１年から大きく増加した x2 年の旅費交通費について内訳分析を行う。 
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7 ベンフォード分析とは、ベンフォードの法則を利用して、データを分析することをいう。ここで、ベ

ンフォードの法則とは、自然界のデータは、データが大量でランダムな数で構成されている場合に、

最初の桁（数値の一番左の桁）が使用される頻度を統計データで検証した結果、全てが1/9ではなく、

１が最も高い頻度で現れ、次いで２、３・・・のような順になることを示すものである（詳細は、Ｉ

Ｔ委員会研究報告第43号「電子的監査証拠～入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望～」参照）。 

ここをクリ

ック 

販売費及び一般管理費年次比較 
旅費交通費の部署別月次推移 
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(4) 実施した監査手続の客観性・信頼性の確保 

取り込んだデータ自体の変更はできず、データ取込み後に監査人が行った操作の履歴

が自動的に記録できる。データ改竄による証拠の捏造等をできないことから、証拠力の

強い監査証拠を入手することができ、監査人が実施した監査手続の客観性・信頼性を確

保することができる。 

 

２．ＣＡＡＴ専用ツールのメリット 

 

ＣＡＡＴ専用ツールのメリットについては、Excel 等に比べ大量データの処理や処理ス

ピードの面でＣＡＡＴ専用ツールには優位性がある。ＣＡＡＴ専用ツールベンダーとの意

見交換で、監査人や企業を守ることにＣＡＡＴ専用ツールが有効であると考えるに至った。 

 

「企業を守る」というメリットは、企業内の監査人がＣＡＡＴ専用ツールを使った際に

得られることが多いと思われる。当然、企業の不正防止指導が期待される公認会計士は理

解をしておくべき点である。大量の取引データから通常ではおかしいと思われる取引、い

わゆる怪しい取引を抽出しその妥当性調査を行う。この調査では従業員に対してヒアリン

グも行う。ここで、従業員は取引が他の者から見られていることを認識する。実際に調査

を行った後は怪しい取引が明らかに減るとのこと。従業員が見られていることを認識する

ことが伺える。 

不正が起こるのは、①動機あるいはプレッシャーの存在、②機会の存在、③不正行為を

正当化できる、という条件がそろう場合といわれている。ＣＡＡＴにより取引の妥当性調

査を広く行うことで、不正を行っても見つかってしまう（不正が行える機会が存在しない）

ことを従業員に認識させる。結果的に監査クライアントが不正から守られる。Excel や

Access での実施も可能であるが、大量データを扱えるＣＡＡＴ専用ツールを活用すること

で、効率的に作業が行える。 

 

３．ＣＡＡＴ専用ツールの活用例 

 

昨年監査基準が不正対応のため改訂されるなど不正対応については近時のトピックでも

あることもあり、不正対応に関連する利用方法についてＣＡＡＴ専用ツールベンダーの方

から紹介を受けた。ＣＡＡＴ専用ツールのメリットである大量データ処理を生かした方法

を二つ紹介する。 

一つ目はベンフォード分析である。監査実務でも仕訳テストの際に利用されることもあ

るが、ベンフォードの法則を利用し、母集団のデータ（数字）の発生状況から異常を見つ

け深堀調査していく分析手法である。一般的に数字の先頭２桁の出現数（出現割合）を分

析することが多い。ベンフォードの法則において理論値は、縦軸に出現数（出現割合）、横

軸に先頭２桁の数値（10,11,･･･,98,99）とした座標で右下がりのグラフとなる。同座標に

実際の出現数（出現割合）のグラフを重ね合わせ、理論値と実際値との出現数（出現割合）

が大きく乖離しているところを異常とみなし深堀（原因）調査を行う。原因調査以降は手
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作業での実施となるが、ＣＡＡＴ専用ツールではベンフォード分析がメニュー化されてお

り、理論値と実際値のグラフを重ね合わせるところまで容易に実施でき、理論値の計算か

ら全て手作業でやらざるを得ない Excel 等に比べ効率的に実施できる。ただし、ベンフォ

ードの法則が当てはまるのは無作為に発生した数字の場合であり、電話番号のような規則

性のあるもの、乱数表により人為的に発生させた数字などには当てはまらないため、理論

値との乖離が発生する。 

二つ目は対象取引を全件検証する方法である。不正の懸念がある伝票の候補の抽出をＣ

ＡＡＴにより行う方法である。 

不正を検討する際のヒントとしてご紹介いただいた使用例を記載する。不正な伝票は、

取引日と伝票登録日が大きく乖離していることが多い。取引日と伝票登録日が大きく乖離

しているものは不正に関わるデータの可能性が高いという仮説から、取引日と登録日の差

が大きな伝票を検証対象として取引データから抽出する。Excel や Access でも実施できる

が、大量データを扱う手続ではＣＡＡＴ専用ツールのほうが処理スピードは速い。また、

当事例では抽出した伝票の検証において、誰によって登録されたかをチェックすることが

考えられる。別途従業員マスタを取得し、伝票入力ユーザの情報からデータ入力者を特定

することになるが、当該処理もＣＡＡＴ専用ツールでも Excel や Access でも行える。 

本項では、ＣＡＡＴ専用ツールベンダーから不正対応に関連する使用例を記載した。不

正対応については、「財務諸表監査における不正（日本公認会計士協会監査基準委員会報告

240）」の付録に虚偽表示に関するリスク対応手続が掲載されている。「仕入先リストと従業

員リストをＣＡＡＴにより照合し、住所や電話番号が一致していないかどうかを確かめ

る。」などの手続が複数記載されている。ＣＡＡＴを前提としたもののほかＣＡＡＴでなけ

れば難しいと思われる手続も記載されている。不正対応に関する監査手続及びＣＡＡＴ専

用ツール活用時の参考になると考える。 

 

４．ＣＡＡＴ専用ツールを利用するための費用 

 

 ＣＡＡＴ専用ツールとして一般的に利用されているベンダーとして大手２社があるが、両

社のＣＡＡＴ専用ツールの利用に際し、以下の費用が必要となる。 

 

(1) ライセンス使用料及びサポートサービス料 

１ライセンス当たり二十数万円から三十数万円のライセンス使用料が初年度に必要と

なり、これに加えてライセンス使用料の 20％から 25％程度のサポートサービス料が毎年

継続して必要となる（サポートサービス料が初年度無料となる場合もある）。 

ただし、購入ライセンス数が増加するほど１ライセンス当たりの使用料が割引かれて

いく場合もあるため、実際に利用するライセンス数により１ライセンス当たりの使用料

及びサポートサービス料が変化する点に留意が必要となる。 

また、上記の料金体系はＣＡＡＴ専用ツールベンダーにインタビューした当時のもの

であり、直近の料金体系は変更になっている可能性がある点にも留意が必要である。 
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(2) 利用のためのトレーニング費用 

両社とも、利用者のレベルに応じたトレーニングを有償で提供している。 

通常、導入に際してツールの機能や操作方法を学ぶためにトレーニングを受ける必要

がある。 

 

(3) コンサルティングサービス、オプション機能にかかる費用 

両社ともコンサルティングサービスやオプション機能を提供しており、当該サービス

等を利用する場合、サービスに対応した費用が必要となる。 

 

５．ＣＡＡＴ専用ツールの利用 

 

 ＣＡＡＴ専用ツールでできることは、Excel や Access においても可能である。ただし、

①大量データの処理、②データ分析の容易性では、ＣＡＡＴ専用ツールが優れていると思

えた。 

データ分析については、前期比較・著増減分析などの単純な分析は Excel で行えばよい

が、ベンフォード分析やドリルダウンのような深堀調査的な分析は Excel よりもＣＡＡＴ

専用ツールで行うほうが容易である。ベンフォード分析やドリルダウンのように大量デー

タの母集団自体を分析し、異常を見つけて深堀調査する分析手法は、不正リスク対応での

調査・分析に役に立つやり方と考えられる。ＣＡＡＴ専用ツールの導入・活用の検討が必

要となる。 
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お わ り に 

 

 

 本年度の委員会の活動を通じて、印象に残った点が三つある。 

 一点目は、有効なＣＡＡＴ手続を実施するためには、他の監査手続から離れてＣＡＡＴ

のみを単独で検討することはできない、ＣＡＡＴを実施すれば自動的に有効な監査が実施

できるわけではない、ということである。ＣＡＡＴはあくまでも監査の局面において適用

する監査技法であり、監査プロセスの一環として適切にリスクを識別し、対応手続を実施

することがまず重要であるということであり、そのような監査プロセスの中で有効なＣＡ

ＡＴを実施するためには、業務の中でどのようにシステムが使用されているか、そしてシ

ステムの中で会計に至るデータがどのように流れており、そのデータはどのような内容に

なっているのかを理解することが極めて重要であるということである。そしてそのような

システムやデータの理解のために、公認会計士も必要なＩＴ知識を身に着ける必要がある

ことを改めて強く感じた。 

 二点目は、事業会社の内部監査部へのインタビュー結果である。特に先進的な試みを行

っている内部監査部門を選んでインタビューを実施したということもあるが、各社固有の

リスクをよく考慮した上でＣＡＡＴの対象領域と分析方法を検討している。作成した分析

シナリオを毎年見直している内部監査部もあり、このような姿勢は公認会計士も見習うべ

きではないかと感じた。また、紹介した内部監査の個別の事例は、必ずしも全てが財務諸

表監査で直ちに適用できるものではないかもしれないが、公認会計士の業務として内部監

査の支援業務・助言業務等を実施する際にも大いに参考になると思われる。さらに、ＣＡ

ＡＴの成功要因として「内部監査部門にＩＴに詳しい人材がいたこと」を挙げていたこと

も非常に印象に残った。これは一点目と重なる部分でもあるが、やはりＣＡＡＴを活用し

た有効な監査を実施するためには、監査人のＩＴに関する知識が必須であると改めて感じ

た。 

 三点目は、今回の研究報告には含めていない内容であるが、ツールベンダーへのインタ

ビューの際に伺った、継続的監査（Continuous Auditing）のツールについてである。継続

的監査とは、企業の情報システムから毎日継続してデータを抽出してツールに取り込み、

そのツールで予め設定された分析方法に従って自動的に分析を実施して例外取引を抽出し、

監査人に電子メールで通知したり、ダッシュボードと呼ばれる画面で照会したりする仕組

みである。通常のＣＡＡＴは、データを抽出して分析し、分析結果を検討するという一連

の流れを監査の都度実施するものであるが、継続的監査の場合には日々継続して自動的に

分析を実施し、例外取引があった場合には即時に発見されて監査人に通知される点で先進

的である。日本ではまだＣＡＡＴ自体の本格的な普及がこれからであるが、諸外国、特に

米国ではこのような継続的監査のツールが普及しているとのことで、我が国においてもこ

のような継続的監査を最終的な目標としつつ、ＣＡＡＴの普及に努めていく必要があると

感じた。 

 最後に、本研究報告を取りまとめるにあたり、貴重なお時間を割いてインタビューに応

じていただいた事業会社及びツールベンダーの皆様に、心から感謝を申し上げたい。  
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